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Ⅰ．国の主な災害復旧事業・被災者支援制度 
2005.1.11 

１．主な災害復旧事業 

 

 

参考資料 
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２．主な被災者支援措置 
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Ⅱ．中越地震の復旧・復興に関する補助・支援事業 
 
１．災害関連法の適用状況等 
 （１）激甚災害の指定――――１）公共土木施設への補助のかさ上げ 

２）農林水産基盤整備の補助のかさ上げ 
３）その他の公共事業関連の補助のかさ上げ 

 （２）住宅再建の支援――――１）被災者生活再建支援法に基づく住宅再建の支援制度

（国、県合算で最高 400 万円） 
               ２）災害救助法に基づく住宅の応急修理制度 

（最高 160 万円） 
 （３）災害融資に関する閣議決定 
 （４）復興基金の活用（3,000 億円） 
 （５）被災者の生活再建―――１）被災者生活支援金 
               ２）被災者住宅融資制度 
               ３）税、公共料金の減免ほか 
 （６）その他の事業手法―――１）防災集団移転促進事業 
               ２）構造改革特別区 
               ３）その他 
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２．激甚災害の指定に基づく支援 
 

分 野 対  象 支援内容 
（本激） 
公共土木施設 

①土木施設、学校、社会福祉施設など 通常の補助に対し、１～２割のか

さ上げ（過去５年間の実績 71％
→86％） 

②農地、農業用地、林道 通常の補助に対するかさ上げ 
（過去５年間の農地の実績 84％
→92％） 

③農協、森林組合の所有する倉庫、加工

施設、共同作業場など 
１～７割のかさ上げ 
（20％→30～90％） 

農林水産 

④鯉の養殖施設 9／10 を下らない率の補助を国

が全額補助 
事業系 ⑤事業協同組合や商工組合等の生産施

設、加工施設など 
県が行う 3／4 以内の補助に対

し、国が 2／3 を補助 
⑥公立社会教育施設 2／3 を補助 教育 
⑦私立学校 １／２を補助 

住宅 ⑧公営住宅 
（罹災者公営住宅建設等事業） 

3／4 の補助 
（一般災害時２／３） 

財政調整 ⑨小災害の復旧事業費 地方債に係わる元利償還金の基

準財政需要額への算入 
⑩中小企業信用保険法による災害関係

保証の特例 
・保険限度額の別枠化 
・てん補率の引き上げ 
・保険料率の引き下げ 

（局地激甚災害） 

⑪小規模企業者等設備導入資金助成法

による貸付金の償還期間等の特例 
・償還期間を２年以内に延長 

 
 
３．閣議決定による災害融資に関する特例措置 
 

   分 野       対  象     支援内容 
融資援助 政府系中小企業金融機関の災害融資の

金利軽減 
・貸付当初３年間の金利を引き下

げる（1.7→0.8％） 
・限度額は 1,000 万円 
（中小企業団体は 3,000 万円） 
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４．防災集団移転促進事業の特例 

項   目 内    容 
（１）根拠法 防災のための集団移転促進事業に係わる国の財

政上の特別措置等に関する法律 
（２）集団移転促進事業計画の策定 
     ↓  ↑ 
   国土交通大臣と協議 
 

○計画の記載項目 
１）移転促進区域 
２）区域内の住民の数、移転予定の住民・世帯・

住居の数 
３）住宅団地・住宅の整備内容 
４）移転者の住宅の建設・購入あるいは宅地購入

に関する対する補助内容 
５）公共施設の整備内容 
６）農地、宅地の買い取り・利用に関すること 
７）建築制限、土地利用規制 
８）生産基盤の整備、生活確保 
９）移転費の補助内容 
10）経費と資金計画 

（３）住民の意向の尊重 
 

・市町村は区域内のすべての住居が移転できるよ

うに配慮 
（４）国の補助 ○下記について 3／4 を下回らない割合で補助 

１）住宅団地の用地取得と造成の経費 
２）移転者の住宅建設・購入・用地購入の補助に

要する経費 
３）公共施設整備に関する経費 
４）移転区域内の農地等の買い取りに要する経費 
５）生産基盤の整備・近代化に要する経費 
６）移転の補助に要する経費 

（５）課題 ○移転計画の立案時に住民の合意形成を図るこ

とに時間を要する 
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５．その他（特例措置） 
項   目 内    容 

（１）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 震災等により急傾斜地に新たに崩壊が生じ、放置

すれば次期降雨等により被害を与える恐れがあ

る場合に、緊急的に実施する急傾斜地崩壊防止工

事。 
（２）災害関連地域防災崖崩対策事業 激甚災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置する

と人家２戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすと

認められる箇所において実施する直接人命保護

を目的とする崖崩れ防止工事。 
（３）雇用調整助成金 

（厚生労働省新潟労働局） 
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理

由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等

（休業及び教育訓練）又は出向を行った事業主に

対して、休業手当、賃金等の一部が支給される。 
 


